
中小企業への支援策 

 

１ 働き方改革関連法の概要 
   講師：大阪労働局雇用環境・均等部 
   

２ 中小企業に対する支援策 
   講師：大阪働き方改革推進支援・ 

       賃金相談センター  
 

３ 中小企業の取り組み事例   
  講師：大阪労働局雇用環境・均等部 
       働き方・休み方コンサルタント 

プログラム 
開催日時 

平成30年10月3日 

受付開始 14：３0 

講演時間 15：00～17：00 

会 場 

大阪信用金庫 日本橋ビル 
 ７階大会議室 
（会場案内図は裏面にあります。） 

〒540-0082 
 大阪市中央区島之内2-15-20 

定員・ 
対象 

水 

【定員】 ７０名（先着順） 
 ※定員になり次第申込みを締切ります 
 
【対象】 事業主・人事労務担当者 

お問合せ先 ㈱だいしん総合研究所  TEL ０６－６２１１－２９２１ 

✔ 
✔ 

お申込み方法 

次のいずれかの方法でお申込みください。 

②ＦＡＸ ０６－６２１１－２９３０  （※裏面の参加申込書にご記入のうえ送信ください。） 

③メール 
souken@osaka-shinkin.co.jp 
（※裏面参加申込書の記載項目をメールに入力の上送信してください。） 
   
 

について、取組事例を交えてお伝えします 

社員がいきいきと働くために！ 

①支店窓口 裏面参加申込書にご記入の上、お取引店担当者または窓口にご提出ください。 

働き方改革関連法の内容 



働き方改革セミナー（10月３日開催） 

＜参 加 申 込 書＞ 

㈱だいしん総合研究所 あて 

ＦＡＸ  ０６－６２１１－２９３０ 

事業所名 
                                         本・支店        

所在地 

〒 

部署・役職 氏名 

ふりがな 

連絡先 

TEL      －     ー FAX      －     ー 

E-mail                      @ 

部署・役職 氏名 

ふりがな 

連絡先 

TEL      －     ー FAX      －     ー 

E-mail                      @ 

※会場の都合により、１企業・機関での人数を制限させていただく場合がありますので、予めご了承ください。
（その場合は、担当者よりご連絡させていただきます。） 

※ご記入いただいた個人情報は、主催者において本セミナーに関する申込受付、申込者への連絡等、本セミ
ナーの円滑な運営のために利用いたします。他の目的で利用することはありません。 

会場案内図 

＜最寄り駅＞ 
近鉄線「日本橋」駅 
または、堺筋線「日本橋」駅6番出口から
北へ徒歩5分  

メールでお申込みの場合は、申込書の記入項目をメー

ルに入力のうえ、 souken@osaka-shinkin.co.jp ま
で送信してください。 
 

お取引店      
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